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名義貸与者の運行供用者責任―最高裁平成 30年 12月 17日 民集 72巻 6号 1112頁 ,金融・商事判例 1563号 8頁
,

判例タイムズ 1458号 88頁 ,判例時報 2402号 3買,金融法務事情 2H6号 70頁 (北 河隆之)

《判例研究》

名義貸与者の運行供用者責任

―最高裁平成 30年 12月 17日 民集 72巻 6号 1112頁 ,金融・商事判例

1563号 8頁,判例タイムズ 1458号 88頁 ,判例時報 2402号 3頁
,

金融法務事情 2116号 70頁

北 河 隆 之

一 事案の概要

1 事実の概要

本件は,Y(被 告 =控訴人三被上告人)の姉であるAが運転するY名 義の車

両 と,X2(原 告 =被控訴人=上告人)が運転 し,Xl(原 告 =被控訴人=上

告人)が同乗する被告車両 とが衝突 した交通事故 (本件事故)について, これ

によ り損害を被ったとして,被告車両の所有者登録名義人兼使用者登録名義人

であるYに 対 し,自 賠法 3条 に基づき,Xlが 348万 円余の損害賠償 (人損 )

を,X2が 49万 円余の損害賠償 (人損)を求めた事案である。

第 1審判決 (岡 山地判平成 29年 2月 3日 ・金融 。商事判例 1563号 12

頁)と第 2審判決 (広 島高岡山支判平成 29年 10月 12日 '金融・商事判例

1563号 14頁)とでは,① Aか らYが名義人となることを依頼された経緯 ,

② Aと Yと の疎遠度,③車両購入代金の出捐者,④名義変更のためのYの住民

票の入手者,⑤車両維持費 ,自 賠責保険の負担者について認定事実に違いがあ

る
1。

本判決は第二審判決の認定事実を前提としているので,第 2審判決の認定

事実にそって整理する。

(ア )Aは ,平成 22年 10月 12日 ,当 時 6歳,2歳,0歳 の 3人 の実子 らと,

岡山県倉敷市△△にある駐車場付き賃貸アパー トに転居 した。また,同 日,

倉敷市か ら生活保護を受給するようになった。

(イ )Aは ,当時,実妹か ら無償で譲 り受けた軽 自動車 を所有 してお り,上

記アパー トの駐車場に保管 して使用 していた。 しか し,生活保護を受けら

1 参考文献⑤2～ 3貢に第1審と第2審の事実認定の違いが時系列で整理されている。
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れなくなることをおそれ
2,上

記 自軸車を保有 していることを倉敷市に申告

していなかった。

(ウ )Yは ,平成 23年 12月 7日 ,婚姻 し,岡 山市北区◇◇に居住 していた。

当時, Yの 妻は,同年 6月 に新車で購入 した軽 自動車を所有 して使用 して

お り,Yは ,オー トバイを所有 して使用 していた。

(工 )Aは ,生活保護そ受給 していたが,平成 24年 3月 頃には,ス ナック

でアルバイ トをするようになっていた。Aは ,そ の頃,軽 自動車が故障し

たため,アルバイ ト先であるスナックのママに相談 したところ,中 古草販

売業を営む Bを紹介され, Bか ら,代金 15万 円で,被告車両 (中古車 )

を買うことになった。

(オ )Aは ,Aの 名義で車両を所有すると,生活保護 を受給することができ

なくなるおそれがあると考えて,Yに 電話をかけ,被告車両の名義人とな

ることを依頼 した。 Yは,当初, これを拒んだものの, しつこく依頼され

たため,拒むのも面倒にな り, これを承諾 した
3。

(力 )Yは ,当 時,Aと は疎遠であり,Aが どこに住んでいるのかも知 らず ,

本件訴状を送達されるまでの間,被告車両に係る納税通知が来たことにつ

いて実母を介 してAに伝えたほか,疎遠なままであった
4。

2 生活保護法4条 1項が規定する補足性の原理 (資産の活用)から,生活保護受給者が自動車
を所有・使用することイよ原則的に禁止され,例外的事情に限つて所有・使用を認めるとの運用
が確立している。たとえば那覇地判平23年 3月 10日 (判 例集未登載)は, 自動車保有を理由
とする生活保護廃止処分に対する国家賠償請求につき,「法4条 1項にいう『資産』が『最低限
度の生活の維持のために活用』されているかどうかの判断に当たつては,処分価値の有無とい

う観点のみならず,法の趣旨にかんがみ,当 該資産を所有するために一定の経済的支出を行う
事や当該資産を利用することで一定の利益を得られることが,『最低限度の生活』として容認で
きるかどうかという観点からもその所有の可否が検討されるべきである。」「これを自動車について
みた場合,_自 動車自体に処分価値がなく,また, 自動車が全国的に広く普及し,とりわけ沖
縄県においては低所得者等においてもいわば生活必需品とも言える程度に普及していたことが認
められるとしても,… 維持費等の負担は,一般的には相当額に上ると考えられるから,当 然にそ
の所有が認められるとはいえない。Jとして請求を棄却している (判例研究として丸谷浩介『佐賀
大学経済論集』44巻 2号31頁がある。判決文はそこからの引用である)。

3 第1審判決では,Yは Aから1～ 2度電話で依頼を受けて被告車両の名義をY名 義とすることを了
承したと認定されている。

4 第1審判決では,成人した一般の姉弟の関係以上に疎遠であったとは直ちに考えられず,YとA
が被告車両購入当時,特段の事情があって疎遠であったとは認められないと認定されている。

名義貸与者の運行供用者責任―最高裁平成 30年 12月 17日 民集 72巻 6号 1■ 2頁,金融・商事判例 1563号 8買 ,

判例タイムズ 1458号 88頁 ,判例時報 2402号 3頁,金融法務事情 2116号 70頁 (北河隆之)

(キ)Aは ,アルバイ ト先であるスナックのママか ら給料 15万 円を前借 り

し,平成 24年 3月 24日 又は 25日 頃, Bか ら,代金 15万 円で,被告

車両を買つた
5。

(ク )Bは ,Yの 住民票を用いて,Aか ら依頼されたとお り,被告車両に係

る自動車登録の所有者登録名義人及び使用者登録名義人を,前所有者か ら

Yに 変更する手続をした。住民票は Bが入手 したものと認め られる
6。

(ヶ)Bは ,Aか ら,被告車両を実際に使用するのはAであると聞いていた

ため,契約者をAと して,被告車両に係る自賠責保険の加入手続をした
7。

(コ )Yは ,同年 4月 1日 ,岡 山県倉敷市××に転居 した。同所は,(ア )の
Aの 自宅か ら, 自動車を利用 して移動 しても,約 28分かかる距離 (走行

距離 11.5km)に ある。

(サ)Aは ,被告車両を (ア )の 自宅の駐車場に保管 し,日 常的に使用 してお り,

被告車両に係るガソリン代や税金も自ら支払つていた。

(シ)Yは ,Aが どこに住んでいるのかも知 らず,被告車両を使用 した こと

又は被告車両に係る出捐をしたことなどは全 くなかった。

2 第 1審判決 (岡 山地判平成 29年 2月 3日 )

第 1審は,以下のとお り判示 して,原告の請求を一部認容 した (Xlにつき

73万円余,X2に つき 41万 円余
8)。

「(3)ア  以上を前提に,Yの 運行供用者該当性を検討するに,Aと Yは ,そ
れぞれ成入して別に居を構えて独立 して家族を有 し, また,Aの 家族構成や賃

貸住宅の状況に加えてAの住所 と最寄駅や Yの住所 との距離か らすると,被告

車両の直接の管理・使用はAが してお り, さらに,Aが 被告車両の自賠責保険

の契約者で, Bに 対 して直接現金 15万 円を手渡 したのはAで あったものと認

5 第1審判決では,Yの収入額に照らせば,その家族構成からすると明らかに余裕があるとまでは
いえないものの,直ちにAに援助するだけの余裕がないと断じることはできないとされ,日月確では
ないが,購入費用はYが出捐したことを窺わせるような認定となっている。

6 第1審判決では,明確ではないが,住民票はYが交付したことを窺わせるような認定となつている。
7 第1審判決では,明確ではないが,車両維持費用 。自賠責保険料もYが出捐したことを窺わせる

ような認定となっている。
8 いずれも既払額 (自 賠責保険からの受領額と思われる)を控除した後の残額である。
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め られる。

イ しかしなが ら,被告車両の所有者及び使用者の名義はYで あり,Yは そ

の名義貸与を了承 し,同人の住民票が名義変更に用いられている。 これに対 し

て,Aは ,生活保護受給者であり,許可を得ず して自動車を保有することは許

されない立場にあるにもかかわ らず,福祉事務所に届け出るなどして同許可を

得ることをしていなかった。そうすると,Aの 自動車の管理・使用はYの名義

貸与の了承の上に成 り立っているという他ない。

加えて,Aと Yは ,特段の事情があるとは認められない姉弟の関係にあって
,

電話で一,二度依頼されただけで,特段の差 し迫った状況を確認 したなどの事

情が認められない状況下で,名義を使用することを了承する関係にあったもの

と認められる。

また,Aが 自賠責保険の契約者となったのは Bの手配によるものでAが 関与

したものではな く,さ らに,・ ・・被告車両の購入費用, 自賠責保険料,車両

維持費用をAが負担 していたと認めることはできない。

ウ そうすると, もとより運行供用者に求められる運行支配は直接的,具体

的な運行の支配に限 られるものではなく,Yは ,Aが 被告車両を使用すること

について, 自動車の運行を事実上支配,管理することができ,そ の名義貸与の

経緯や Aと の人間関係に照 らせば,社会通念上自動車の運行が社会に害悪をも

た らさないように監視,監督すべき立場にあるというべきで, 自動車の使用に

ついての支配権を有 してお り,かつ,Yと Aと の身上関係によれば,その使用

によ り享受する利益が自己に帰属する者に該当するというべきである。

このことは,Y本 人が被告車両の名義を貸 した理由としてAがその経済的な

事情か らYか ら名義を借 りなければ車を買えないと思ったので了承 したと供述

していることと合致する。

工 以上によれば,被告は,被告車両の運行供用者に該当するものと認めら

れる。」

名義負→「者の運行供賢げ馬講身L邑尋瀧 理 ,端急鼻硫」篭砲整写矯 撃稽もi尾啓∵豊「洗ξ荒とみ

3 第 2審判決 (広島高岡山支判平成 29年 10月 12日 )

第 2審は,第 1審判決を取 り消 し,Xl及 びX2の 請求を棄却 した。第 2審

は,運行供用者性の判断基準として,後掲最判昭和 50年 11月 28日 (三 1

(3))の説示を引用 した上で,以下のとお り判示 した。

「① Yは ,生活保護を受給 していたAか ら依頼され,控訴人車両の所有者登録

名義人及び使用者アュ(録 名義人となることを承諾 したというに止まり,控訴人車

両の売買には関与 しなかったこと,②控訴入とAと は,完全に住居,生計が異

なつてお り,疎遠であつたことが認められる。 また,③ Aが控訴人車両を実質

的に所有 し,使用 してお り,控訴人は,控訴人車両の保管場所も知 らず,控訴

人車両の保管や使用について,全 く関与 していなかったことが認め られる。加

えて,④控訴人車両の売買代金や経費の支払についても,Aが 全て負担 してお

り,Yは 全 く関与 していなかったことも認められる。

これ らの①登録名義人となった経緯,②所有者 との身分関係,③自動車の保

管場所,④費用や経費の負担 といった諸般の事情に照 らしてみると,Yは ,単

なる名義貸人にすぎず,控訴人車両の運行を事実上支配,管理 していたとは到

底認めることができないというべきである。

そうすると,Yに ついて,社会通念上,控訴人車両の運行が社会に害悪をも

た らさないよう監視,監督すべき立場にあったということはできず,控訴人車

両の運行供用者に当たるということはできない。」

Xら が上告。

二  判  旨

最高裁は,以下のとお り判示 して,第 2審判決を破棄 し,上告人 らの被った

損害について審理を尽 くさせるため原審に差 し戻 した。

「4 しかしなが ら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は ,

次のとお りである。

前記事実関係によれば,被上告人は,Aか らの名義貸与の依頼を承諾 して
,

本件 自動車の名義上の所有者兼使用者 とな り,Aは ,上記の承諾の下で所有 し

ていた本件 自動車を運転 して,本件事故を起 こしたものである。 Aは,当時 ,

生活保護を受けてお り, 自己の名義で本件自動車を所有すると生活保護を受け
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ることができなくなるおそれがあると考え,本件 自動車を購入する際に,弟で

ある被上告人に名義貸与を依頼 したというのであり,被上告人のAに対する名

義貸与は,事実上困難であったAに よる本件 自動車の所有及び使用 を可能 に

し,自 動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。また,被上告人

がAの依頼を拒むことができなかったなどの事情もうかがわれない。そうする

名義貸与者♂l,璽行供用者責任最戸盈鼈艇,管満建象唇島ぢ篭亀整F乳最撃鷲乳i尾菅奨催筆†乳岳違邑

の支配権を有 し,かつ,その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意

味する」 とする),以降,多 くの最高裁判決が出てお り,確定判例 となっている。

これに対 し,運行供用者のメルクマール (判 断基準)と しては 「運行支配」

一本を用い,「運行利益」は運行支配の一徴表 (事実を証明する材料)と して位

置づける考え方が一元説である。判例は現在も基本的には二元説を維持 してい

るようであるが,実際には運行支配を中心に判断してお り,大差はない。一元

説は自賠法 3条 を報償責任に依拠する民法 715条 とは非連続なもの,危険責

任に依拠する民法 717条 。718条 と連続性のあるものとして捉えるのである。

(2)運行支配の内容

「運行支配」 の内容 について,判例は,当 初,(直 接の)支配力 (最判昭和

39年 12月 4国 民集 18巻 10号 2043頁 ,最判昭和昭和 43年 9月 24

日裁判集民事 92号 369頁 ,最判昭和 44年 1月 31日 裁判集民事 94巻

155頁 ),客観的支配 (最判昭和 44年 9月 12日 民集 23巻 9号 1654

頁,最判昭和 43年 10月 18日 判夕 228号 115頁 )と 捉えていたが,そ

の後は「被告車両の運行を指示。制御すべき立場 (地位 )」 とするものが多い (最

判昭和 45年 7月 16日 裁判集民事 100号 197頁 ・判時 600号 89頁
,

最判昭和 47年 10月 5国 民集 26巻 8号 1367頁 ・判夕 285号 158

頁,最判昭和 48年 12月 20国 民集 27巻 11号 1611頁 。判時 737号
40頁など)。

従来の運行支配の概念を用いずに,新 しい判断基準を説示 した判例 として
,

最判昭和 50年 11月 28日 民集 29巻 10号 1818頁 と最判平成 20年 9

月 12日 裁判集民事 228号 639頁 がある。

(3)最判日召禾日50年 1 1月 28日  (日召禾日50年半J決 )11

本件は,Yl(Y2の 子)運転の自動車が惹起 した人身事故につき,被害者Xが

Ylの父親であるY2に対して自賠法 3条に基づき損害賠償を求めたものである。

11解説・評釈として,田尾桃二『最高裁判例解説民事篇昭和50年度』625頁 ,宮川博史『交
通事故判例百選 [第4版 ]』 12貢 (有斐閣,1999年 ),宮原守男『民法判例百選H債権 [第

2版 ]』 194頁 (有斐閣,1982年),福永政彦・判例評論208号 23頁 (判時810号 137頁 ),

石田穣『法学協会雑誌』94巻5号145貢,椎木緑司『民商法雑誌』74巻 6号1038頁がある。

雄 卜を 入 >△ >バ れ 犀 ヽ アドたと―+ォ_ て い ナ‐アJ｀ デ の 車 倍 バ ふ ぅ ナ́里‖をイ 1

としても,被上告人は,Aに よる本件 自動車の運行を事実上支配,管理するこ

とが で き_朴 会 涌 粂 卜そ の揮 行 がネト会 害悪 をもた らさないよう監視 .監督す

べ き立場 にあった とい うべ きである。 したが って 被上告人は , 本件 自動童 の

運行 について,運行供用者に当たると解するのが相当である。

以上によれば,被上告人は運行供用者に当たらないとして上告人らの請求を棄

却した原審の判断には,判決に影響を及ぽすことが明らかな法令の違反がある。」

三 検討

1 運行供用者の意義―従来の議論の整理
9

(1)一元説 。二元説

自賠法 3条 の損害賠償責任 (運行供用者責任)の責任主体は 「自己のために

自動車を運行の用に供する者」 (運行供用者)であるが, 自賠法にはその定義

規定は置かれていない。立案担当者は,「通常 自動車の所有者または使用者等

のように, 自動車の使用について支配権を有 し,かつ,そ の使用によって利益

を受ける者を指 している。」 と説明していた
10。

判例・通説は,運行供用者 とは,事故を起 こした車 (被告車両)について 「運

行支配」 と 「運行利益」が帰属する者をいうとしている。 この見解を二元説 と

称するが, 自賠法 3条 の危険責任的側面か ら運行支配が,報償責任的側面か ら

運行利益が,判断基準として導かれるとされる。

判例 としての晴矢はおそ らく最判昭和 43年 9月 24日 裁判集民事 92号
369頁 ・判夕 228号 112頁 であると思われるが (「 自動車の使用について

9 北河隆之『交通事故損害賠償法 [第 2版 ]』 29～36頁 (弘文堂,2016年 ),北河=中西=
小賀野三人島『逐条解説自動車損害賠償保障法 [第 2版 ]』 22～26頁 (弘文堂,2017年 )

も参照されたい。
10運輸省自動車局編『 自動車損害賠償保障法の解説』29買 (大蔵省印刷局,1955年 )。
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本件 自動車は, Ylが 事故か ら約 1か 月前, レジヤー用 として,分割払いで

買い求めたものであるが,Ylは 当時満 20年で銀行取引もなく,かつ信用も

なかったため,父であるY2の 了解を得ることなく,Y2名 義でこれを買い受

けたところか ら,その所有者登録名義人は,父であるY2と なっていた。Y2
はYlと 同居 して同一世帯で主として農業に従事 していたが,本件 自動車の購

入代金は, Ylが 自ら働いて得た金員によって分割払いし,Y2は 支出してい

ない。 Y2は Ylに 当初か ら自分の名義を使用することを許 していたわけでは

なく,後 日,Ylか らその事実を知 らされ,ゃむなくこれを承諾 したものであ

る。本件自動車はY2ら の居宅の庭の一部において保管されていたが,Y2は
運転免許証を有 しなかつたところか ら,本件 自動車を運転 したことはなく,ま
た,こ れに同乗 したこともない。本件 自動車は,専 らYlが 自由にこれを運転 ,

使用 し,そ の管理費用なども一切Ylが 支弁 し,Y2に おいて本件 自動車の使

用,管理などに関与したこともなかった
12

原審 (福 岡高宮崎支判昭和 50年 1月 20日 交民 8巻 6号 1606頁 )は Y
2の運行供用者責任を否定 し,Y2に 対する請求を棄却 した。 Xが上告 したと

ころ,最高裁は,以下のとお り判示 し,Y2に 対する請求を棄却 した部分を破

棄 し,原審に差 し戻 した。

「自動車の所有者か ら依頼 されて 自動車の所有者登録名義人 となった者が ,

登録名義人となった経緯,所有者との身分関係, 自動車の保管場所その他諸般

の事情に照 らし, 自動茎の運行を事実上支配,管理することがで童,社会通念

上 自動車 の渾行 が粁会 に害栗 オ″辛)た ら ないよ う幣親 .幣督すべきヤ場 にある

場 合 に l江  芳 ア
.く 繰 名義 人と武 自董九童娼 賠僧 保 障法 3条所 ヤ の 白 Fヨ のカ め に 白

動車を運行の用に供する者にあたると解す公きである。

原審の適法に確定 した事実によると,Y2は ,昭和 44年 3月 ころ,本件自

動車の所有者であるYlか ら,そ の所有者登録名義人となっていることを知 ら

され, これを了承するに至ったのであるが,Ylは ,Y2の 子であり, 当時満

20才で,Y2方 に同居 し農業に従事 してお り,右 自動車はY2居 宅の庭に保

12最高裁は原審の事実認定を前提としているが,田尾桃二『最高裁判例解説民事篇昭和50年度』
628頁以下は,原審の,Ylが 自己資金で車両を買い受けたとの認定,Y2が 当初本件自動車
がY2名 義で買い受けられたことを知らなかったとの認定に大いに疑問を呈している。

名義貸与者の運行供用者責任―最高裁平成 30年 12月 17日 民集 72巻 6号 1■ 2買 ,金融・商事判例 1563号 8頁
,

判例タイムズ 1458号 88頁 ,判例時報 2402号 3頁,金融法務事情 2116号 70頁 (北 河隆之 )

管されていたというのであり,右事実関係のもとにおいては,Y2は 本件 自動

」

本判決は,子が所有する自動車が人身事故を惹起 したとき,親が自賠法 3条

に基づ く運行供用者責任 を負うかという問題につき, これを肯定 した事例であ

るが,親の運行供用者責任の成否を判断するに当た り,従来の 「運行支配」 と

「運行利益」 というメルクマール (中 間項)を持ち出さずに,「社会通念上その

運行が社会に害悪をもた らさないよう監視,監督すべき立場」 という新 しい表

現を用いている。

これをどのように理解すべきか論者 によ り評価が異なるが,従来の運行支

配・運行利益 という基準を否定し,新基準を打ち出したものではなく,監視義

務 。監督義務 という視点を導入することによって,運行支配を規範的に捉える

べきことを,よ り明確にしたものとの理解が妥当であろう。その意味で,運行

支配の内容を 「加害車両の運行を指示・制御すべき立場 (地位 )」 と捉える一

連の判例の延長線上に位置付けることができよう
13。

(4)最判平成 20年 9月 12日 И

本件は,X(女性,Bの子)が父親 Bの所有車両を運転 して,親 しい関係にあっ

たA(男 性)を 同乗させてバーに赴き, 自動車のキーをバーのカウンターの上

に置いたまま泥酔 して寝込んでしまったため,A(無 免許かつ飲酒状態)が X

を自動車に運び込み,上記キーを使用 して (Aの )自 宅に向けて運転中に事故

を起 こし,同乗 していたXが負傷 したというものである。 Xが本件 自動車の自

賠責保険会社 Y対 し, 自賠法 16条 に基づ く損害賠償額の支払いを求めて提訴

13北河隆之『交通事故損害賠償法 [第 2版 ]』 31貢。
14解説・評釈として,北河隆之・森鳥昭夫監修=新美育文=加藤新太郎編『実務精選100交

通事故判例解説』6頁 (第一法規,2018年 ),潮見佳男。新美育文=山本豊=古笛恵子編『交

通事故判例百選 [第5版 ]』 20頁 (有斐閣,2017年),福永政彦『民商法雑誌』140巻 2号
233頁 ,吉村良― 。私法判例リマークス40号 58貢,中村肇・法学セミナー652号130頁 ,難
波譲治・法学セミナー増刊速報判例解説6巻83頁,植草桂子・損害保瞼研究70巻4号 147頁
(損害保険事業総合研究所,2009年),石田満=丸山一朗・保険毎日新聞16029号4頁がある。
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した
15。

原審 (名 古屋高判平成 19年 3月 22日 交民 41巻 5号 1095頁 )は , x
にはAに対 して本件 自動車の運転を依頼する意思がなく,Xは 泥酔 していて意

識がなかったため,Aが 本件 自動車を運転するについて指示はおろか,運転 し

ていること自体認識 していないことなどか ら,Xの 本件 自動車に対する運行支

配はなかったというべきであ り,そ うすると,Xを 介 して存在 していた Bの運

行支配も本件事故時には失われていたとして, Bは 運行供用者に当た らないと

し,Xの請求を棄却 した。 Xが上告 したところ,最高裁は以下のとお り判示 し,

原判決を破棄 し差戻 した
16。

「前記事実関係によれば,本件自動車はXの 父親であるBの所有するものであ

るが,Xは 実家に戻っているときには Bの会社の手伝いなどのために本件自動

車を運転することをBか ら認められていたこと,Xは ,親 しい関係にあったAか
ら誘われて,午後 10時 ころ,実家から本件自動車を運転 して同人を迎えに行き,

電車やバスの運行が終了する翌 日午前 0時 ころにそれぞれの自宅か ら離れた名

古屋市内のバーに到着 したこと,Xは ,本件 自動車のキーをバーのカウンター

の上に置いて,Aと 共にカウンター席で飲酒を始め,そのうちに泥酔 して寝込

んでしまったこと,Aは ,午前 4時 ころ,Xを 起こして帰宅しようとしたが,x
が目を覚まさないため,本件 自動車にXを運び込み,上記キーを使用 して自宅

に向けて本件自動車を運転 したこと (以下,こ のAに よる本件自動車の運行を「本

件運行」 という。),以上の事実が明らかである。そ して,Xに よる上記運行が

Bの意思に反するものであったというような事情は何 らうかがわれない。

これ らの事実によれば,Xは , Bか ら本件 自動車を運転することを認められ

ていたところ,深夜,その実家か ら名古屋市内のバーまで本件自動車を運転 し

たものであるか ら,その運行は Bの容認するところであったと解することがで

き, また, Xに よる上記運行の後,飲酒 したXが友人等に本件 自動車の運転を

15自 賠法16条 1項に基づく被害者から自賠社に対する損害賠償額支払請求が認められるためには,保

有者 (B)に 自賠法3条の規定による損害賠償責任 (運行供用者責任)が発生することが要件となる。
16自 判せずに差し戻したのは,Xが 自賠法3条の「他人」に当たるかどうかについて審理を尽くさ

せるためであったが,差戻し控訴審 (名 古屋高判平成21年 3月 19日 交通民集41巻 5号1097買 )

では,XはB及びAのいずれに対する関係においても「他人Jには当たらないとされ,請求が棄
却されている (最高裁は,平成21年 9月 4日 ,上告棄却・上告不受理としている)。

名義貸与者の運行供用者責任一最高裁平成 30年 12月 17日 民集 72巻 6号 1112頁 ,金融・商事判例 1563号 8頁
,

判例タイムズ 1458号 88頁 ,判例時報 2402号 3頁 ,金融法務事情 2116号 70頁 (北 河隆之 )

ゆだねることも,その容認の範囲内にあったと見 られてもやむを得ないという

べきである。そ して,Xは ,電車やバスが運行されていない時間帯に,本件 自

動車のキーをバーのカウンターの上に置いて泥酔 したというのであるか ら,A

が帰宅するために,あ るいはXを 自宅に送 り届けるために上記キーを使用 して

本件 自動車を運転することについて,Xの 容認があつたというべきである。そ

うすると
,

B ,貴 Aと 面 識 が な く Aと いう人 物 ∩ た 海 す 八讚 識 1ン て ヤゝ 潰 ブ,ゝ ぅ ナ́

としても.本件運行は,Bの 容認の範 内にあった と界ィられて もやむ を得 ない

とい うべ きで あ り.Bは .客観 的外形 に 甲て 本件渾行 について_渾行供用

者に当たると解するのが相当である。」

本判決は,車両 を第二者が運転 している最中に事故 を起 こした場合 におい

て,当該車両に同乗 していない (間 接 占有 している)保有者 と目される者の
,

当該車両に対する運行支配の有無については,保有者 と目される者が当該第二

者の運転を 「容認」 していたかどうかが,運行支配の有無のメルクマール とな

るとしたものと理解できる。

(5)運行支配の抽象化・規範化

運行支配の概念は,当 初の端的な事実概念か ら,規範的概念 (「・……すべき」

といった当為の問題 として捉える)へ と推移,変質 してきた。そのため,運行

供用者概念の外延 (範 囲)は広がつたが,内包 (中 身)は大変希薄にな り,実

質的判断基準 として機能 していないと批判されるに至る。「運行支配」の抽象

化に伴い,運行利益もまた抽象的に捉えられるようになっている
と7。

学説は,運行支配 に代わる様々な運行供用者概念を提唱 したが
18,セ

ずゝれ も

二元説に代わ り得る明確な基準 とはな り得ていないように思われる。

17無断私用運転中の事故であつても,無断運転者の運行を全体として客観的に観察するときは,

運行利益は所有者に帰属しているとした,最判昭和46年 7月 1日 民集25巻 5号 727頁・判タ

266号 176貢は,その一例である。

18学説は,危険性関連説,保有者管理地位説,人的物的管理責任説,決定可能性説,制御可

能性説,支配管理可能性説,最安価事故回避者説,賠償責任回避可能性説,損害回避義務

連反説,運行関与者説,供用支配一元説など,運行支配に代わる様々な運行供用者概念を

提唱している(学説については木宮=羽成=坂東=青木『注釈自動車損害賠償保障法 [新版]』

(有斐閣,2003年)39買以下,供用支配一元説については藤村和夫『判例総合解説交通事

故 I責任論』 (信山社,2012年 )33頁以下を参照)。
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(6)主張立証責任の視点

判例 (最判昭和 39年 2月 11国 民集 18巻 2号 315頁 )は ,彗 初,運行

供用者概念を事実概念 として把握 し,被害者=原告側が,① 自動車の所有者と

第二者 との間の密接な関係の存在,② 日常の自動車の運転状況,③ 日常の自動

車の管理状況等の具体的事実を主張立証 しなければならないとしていた (事実

説 =具体説=請求原因説 )。

これに対 し,運行供用者概念を法的概念 (法的地位)と して把握 し,当 該具

体的運行前に,運行供用者は抽象的に決まってお り, 当該車両の所有権 を取得

した者や賃借権を取得 した者は,当 該具体的運行時においても運行支配を有 し

ているものと推定され,被告側において,運行支配を喪失させる事実を主張立

証 しない限 り,運行供用者責任を免れないという立場 (法 的地位説=抽象説=
抗弁説)が有力とな り,現在 の下級審裁判所は抗弁説 に基づいて審理 してお

り,最高裁 も黙示で抗弁説を承認 しているといっても過言ではないといわれて

いる
19 

抗弁説を理論的に洗練させた見解 として規範的要件説がある。運行供

用者 とは 「事故を抑止すべき立場を有する者」 と捉え,原告側は,被告がその

ような立場を有する者であったとの評価を基礎づける事実 (評価根拠事実)を

主張立証することを要し,被告側が,そ のような評価を障害する事実 (評価障

害事実)を主張立証することを要するとする
20。

抗弁説は,立証責任の分配 に関す る法律要件分類説か ら見 るとやや難点が

あっため,過渡期的には,抗弁説の処理を維持 しつつ法律要件分類説との整合

性を意図した間接反証説も登場 したが,現在では,運行供用者概念を過失概念

と同じように規範的要件 と捉える規範的要件説が有力である
21。

19南敏文『民事弁護と裁判実務5巻』 (ぎょうせい,1997年)161頁。

20塩崎勉編『現代民事裁判の課題8巻』 (新 日本法規,1989年)102頁以下 〔加藤新太郎執

筆〕。加藤新太郎「共同運行供用者と他人性」『伊藤進教授還暦記念論文集民法における「責

任」の横断的考察』 (第一法規,1997年 )498頁。

21規範的要件説を支持するものとして,北河『交通事故損害賠償法 [第 2版 ]』 36貢,北河=
中西=小賀野=人島『逐条解説自動車損害賠償保障法 [第 2版 ]』 24頁 〔北河隆之執筆〕,

藤村和夫=伊藤文夫三高野真人=森冨義明編『実務交通事故訴訟大系第2巻』 (ぎょうせい
,

2017年 )28頁 〔高野真人執筆〕。なお,湯川浩裁判官 (当 時東京地裁民事交通部)の弁護

士会における講演でも規範的要件説の視点から説明がなされている (『民事交通事故訴訟損害

賠償額算定基準2007年 下巻』17頁 )。

名義貸与者の運行供用者責任―最高裁平成 30年 12月 17日 民集 72巻 6号 1112頁 ,金融・商事判例 1563号 8頁
,

判例タイムズ 1458号 88頁 ,判例時報 2402号 3頁 ,金融法務事情 2116号 70頁 (北河隆之)

2 本判決の評価

(1)本判決は,昭和 50年 判決 (三 1(3))と 同じように,Yが 「本件 自動

車の運行を事実上支配,管理することができ,社会通念上自動車の運行が社会

に害悪をもたらさないよう監視,監督すべき立場にあった」 として, Yの 運行

供用者性を肯定している。

しかし,昭和 50年判決 と本判決には大きな違いがあるように思われる。昭

和 50年判決の事案では,車両の所有者は所有者登録名義人の子であり,親 (所

有者登録名義人)の居宅に同居 し,農業に従事 してお り,車両は親の居宅の庭

に保管されていたのである。そして,そ のような 「事実関係のもとにおいては」

親は 「本件 自動車の運行を事実上支配,管理することができ,社会通念上その

運行が社会に害悪をもたらさないよう監視,監督すべき立場にあった」 とされ

たのである。

この経済的依存関係に着 目して,「親子の共同生活あるいは経済依存等の関係

があるということは,い いかえれば,子の生活費は親が負担 しているというこ

とである。そうすると,親が子のために車の購入費用を負担するのと,子が親

の援助があるために, 自己のアルバイ ト収入等を生活費にあてずに車の購入代

金等にあてるのとで,実質的に異なるところがあるとはいえない。・・ 。そ し

て,親が車の購入代金等を負担 している場合には,そ のことを通 して親が子に

対 し,そ の車の運行を支配 しているのであるか ら,親 に運行供用者責任を認め

ることが相章であるということができ,そ うすると,同様に親子の共同生活あ

るいは経済依存等の関係がある場合にも,親 に運行供用者責任を認めるのが相

当であるということになる」 との説明がなされているところである
22。

(2)他方,本判決では,「被上告人 (弟)と A(姉 )と が住居及び生計を別に

していたなどの事情があつたとしても」「被上告人は,Aに よる本件 自動車の

運行を事実上支配,管理することができ,社会通念上その運行が社会に害悪を

もたらさないよう監視,監督すべき立場にあったというべきである」 とされた

のである。それはなぜか と言えば,「被上告人のAに対する名義貸与は,事実

22官川博史『交通事故判例百選 [第4版 ]』 13頁 (有斐閣,1999年)。
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上困難であったAに よる本件自動車の所有及び使用を可能にし, 自動車の運転

に伴 う危険の発生に寄与するものといえる」か らとされている。

本判決の事案では,Y(弟 )と A(姉 )と の間には一―第 2審判決の事実認

定を前提とする限 リーー経済的依存関係は全 く認め られない。本判決がYの運

行供用者性を認めた理由は, YがAの依頼に応 じて名義貸与をしたことが,事
実上困難であったAに よる本件 自動車の所有及び使用を可能にし, 自動車の運

転に伴う危険の発生に寄与 したという 1点 に尽きるのである。 これは 「運行支

配」概念をどう抽象的・規範的に捉えるにせよ, 自動車に対する支配 という範

疇を超えている
23。

昭和 50年 判決の考え方に依拠すれば,第 2審判決のよう

な結論に至るのが 自然であ り,「 昭和 50年判決の枠 を超えた関係にあるYに
ついて運行供用者性を認めるにあたっては,よ り慎重な判断が必要であ り,最
高裁の示 した理由では不十分である。本件では,Yの 運行供用者性は否定すべ

きであった」 との批判
24も

理解できるところである。

(3)し か し,本判決は,ゎ えて「昭和 50年判決の枠」を乗 り越えたのであろう。

そ う考えると,本判決が一一第 2審判決 とは異な リーー昭和 50年判決を引用

していないことにも大いに意味があると思われる。本判決は,昭和 50年判決

の枠 を超えて,規範的判断をいっそう推 し進めたものであ り,規範的判断も 「行

きつ くところまで行きついた」 という感想を抱かざるを得ない。

本判決の考え方は,「運行供用者 とは,自 動車の有する危険の実現に加担 した

者であ り,加担 したかどうかは,自 動車により生 じた損害 との関係において自動

車の有する危険の実現に加担 したと評価すべきかどうか (危険性関連)と いう視

点か ら判断される」という危険性関連説
25に

極めて親近性を有するものである。

本件の被告車両には自賠責保瞼 しか付保されていないことが窺われる。被告

とはされていないA(姉 )が 民法 709条 または自賠法 3条 に基づく損害賠償責

任を負担することは当然であるが,Aは 生活保護受給者であるか ら賠償資力が

期待できない。それに比べればY(弟 )に は賠償資力があるが (と いってもYの 年

23参考文献③l10頁は「危険責任の観点から,運行支配が認められたものと解されるJと述べる。
24参考文献⑥78貢。
25石 田穣 「自動車事故法の理論的諸問題J判夕609号 75買以下。

名義貸与者の運行供用者責任―最高裁平成 30年 12月 17日 民集 72巻 6号 1112頁 ,金融 '商事判例 1563号 8頁 ,

判例タイムズ 1458号 88頁 ,判例時報 2402号 3貢 ,金融法務事情 2116号 70頁 (北 河Fttk之
)

収も200万 円台である),Yに 民法 709条 に基づく損害賠償責任を肯定する

ことは無理であるか ら,損害賠償責任を肯定するとすれば,Yに運行供用者責任

を肯定するしかない。そのような政策的判断が背後にあったのかもしれない
26。

(4)本判決の説示を規範的要件説で整理すると,「事故を抑止すべき立場を有

する者」を基礎づける評価根拠事実はYの Aに対する名義貸与であり,Yが A

の依頼を拒むことができなかったなどの事情が評価障害事実 となる (た だし,

本件ではそのような事情は認められなかった)27。 Yと Aと が住居及び生計を別

にしていたなどの事情は評価障害事実とはな らない。そうなると,今後は名義

貸与の事案については, どのような事情が評価障害事実となるのかが中心的な

争点なってくるが,本件のような事情では評価障害事実とは認められないとす

ると,被告側 (名 義貸与者)に とつては運行供用者責任を免れることは非常に

難 しくなって くるであろう。
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